
第４７回 研究倫理審査委員会【議事要旨】

日 時 平成２４年９月１３日（木）午後３時３０分～午後５時２０分

場 所 本学 大会議室

出 席 者 【学内委員】

平野委員(委員長)、三島委員(副委員長)、秦委員、永江委員、

加藤委員

【外部委員】

木村委員、松本委員、内藤委員

【事務局（記録）】

大地本（事務室管理課）

欠 席 者 なし

〈 議 事 〉

１．平成２４年８月提出申請書（２件）の審査について

※はじめに、今回提出申請２件のうち１件は、平野委員長が申請者であるため、

当該案件については議事進行を三島副委員長に委ねる(平野委員長は退室する)こ

と、また、もう１件の申請者が学会対応のためヒアリングに出席できず、代理と

してヒアリング対応する者も、出張先から午後４時頃に大学に戻るとの連絡を受

けているので、審議順を変更すること、について平野委員長から承認を求められ

了解された。→平野委員長退室。以下、申請番号９４については、三島副委員長

が議事進行。

（１）申請番号９４（申請者：平野文子）

・審査の過程で確認すべき点があり、申請者に対してヒアリングを行った。

・審査した結果、下記の条件を附することにより承認することとした。

(1) 受託事業そのものの報告ではなく、受託事業の受講者が研究対象者である

研究の結果が学会等外部へ報告・公表される以上は、組織としての「島根県

」から研究することの承諾を得る必要がある。様式は問わないが、文書によ

り研究承諾を得て、添付すること。

(2) 以下についても検討し、適切に記載すること。

①同意書等の回収箱の設置場所よっては、回収箱への投入行為が見えてしま

うため、自由意志や匿名性の確保に影響することも考えられるので、必要

な配慮をすること。

②申請者からヒアリングにおいて申告のあったスケジュール等の修正項目に

ついて適宜修正すること。

※平野委員長入室。以下、申請番号９３については、平野委員長が議事進行。



（２）申請番号９３（申請者：高橋恵美子）

・審査の過程で確認すべき点があり、申請者に対してヒアリングを行った。

・審査した結果、下記の条件を附することにより承認することとした。

(1) いずもＳＳ実行委員会ではなく島根県立大学として研究する以上は、組織

としての「いずもＳＳ実行委員会」から研究することの承諾を得る必要があ

る。様式は問わないが、文書により研究承諾を得て、添付すること。

(2) 研究対象者が、今年度のいずもＳＳ参加者であり少数限定される。そのた

め調査の匿名性が薄れると考えられるが、その場合であっても個人が特定さ

れることのないよう配慮すること。

(3) 以下についても検討し、適切に記載すること。

①研究倫理申請書、研究計画書、各資料の全体を通して、「障がいをもつ」

となっているが、「障がいが(の)ある」に改めること。

②データの管理方法について、研究倫理申請書５の２）で詳しく記載されて

いるが、研究協力のお願い文書中においても同様にデータの管理方法を詳

しく記載しておくこと。

（３）その他

秦委員から、「研究は重要であり、その研究の審査を受ける以上は、申請者が

出席してヒアリングを受けるべきではないか。（＝代理者によるヒアリング対応

では問題があるのではないか。）」との質問があった。

平野委員長から、①審査規程・委員会運営要領・申請の手引きに、ヒアリング

の出席者について明確な規定がなく、②これまでにも、事前に申請者から委員長

等に連絡があった場合に、代理者がヒアリングを受けたケースがあり、③今回委

員会でヒアリング対応者を申請者に限定するという結論は出せないので、従前通

りの対応（＝代理者のヒアリング対応もあり得る）でお願いしたい、との説明が

あった。

３．次回委員会の開催日について

次回（第４８回）委員会の開催予定日は、平成２４年１０月１１日（木）午後

３時３０分とする事が確認された。

～ 以上 ～


